
�愛媛県告示第３０６号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１４４条の９第３項の規定に基

づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

日野石油株式会社
代表取締役 日野和典 伊予市下吾川１９８２－４ 平成２４年

１月３１日

�������
�愛媛県告示第３０７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

医療法人社団久
和会立花病院

新居浜市喜光地町１丁目
１３番２９号

医療法人社団久
和会

平成２７年
３月９日
まで

�愛媛県告示第３０８号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１２条第２項の規定により、公の施設の指定管理者から

次のとおり名称の変更の届出があった。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県物産観光センター

２ 指定管理者の名称

変 更 前 社団法人愛媛県観光協会

変 更 後 社団法人愛媛県観光物産協会

３ 変更年月日

平成２４年３月１日

�������
�愛媛県告示第３０９号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令

（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県南予地方局建設部に備え置

いて縦覧に供する。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 河川の名称

一級河川渡川水系奴田川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成２４年３月１３日

３ 廃川敷地等の位置

左岸 北宇和郡松野町大字豊岡１７０７番地先

右岸 北宇和郡松野町大字豊岡３００１番１地先から

北宇和郡松野町大字豊岡３０１１番１２地先まで

左岸 北宇和郡松野町大字豊岡１７０７番地先

右岸 北宇和郡松野町大字豊岡３０１５番２地先

及び

右岸 北宇和郡松野町大字豊岡３０１１番１２地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地 ４２．８３平方メートル

�������
�愛媛県告示第３１０号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令

（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県南予地方局愛南土木事務所

に備え置いて縦覧に供する。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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１ 河川の名称

二級河川惣川水系赤木川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成２４年３月１３日

３ 廃川敷地等の位置

左岸 南宇和郡愛南町中川８６７番１地先から

南宇和郡愛南町中川８４６番２地先まで

右岸 南宇和郡愛南町中川８６２番２地先の公有地地先から

南宇和郡愛南町中川８４８番２地先の公有地地先まで

及び

左岸 南宇和郡愛南町中川８４６番１地先から

南宇和郡愛南町中川８２４番地先まで

右岸 南宇和郡愛南町中川８４７番１地先から

南宇和郡愛南町中川８０５番１地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ４，４１９．９３平方メートル

�������
�愛媛県告示第３１１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、上島町役場において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２４年３月１３日

弓削港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

松山市岩崎町一丁目７番地７号

２ 埋立区域

� 位置

２－１工区

越智郡上島町弓削太田１８９番から同１０８番までの地先公有水面

� 区域

２－１工区

次の６０点から６７点までを順次直線で結んだ線、６７点と６０点を

結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．８３メートル）におけ

る陸と公有水面との接する線、６８点から８４－３点までを順次直

線で結んだ線並びに８４－３点と６８点を結ぶ春分及び秋分の満潮

位（Ｔ．Ｐ．＋１．８３メートル）における陸と公有水面との接す

る線によりそれぞれ囲まれた区域

基点（越智郡上島町弓削下弓削１１９番地先の岳ノ下防波堤に

設置した金属鋲）は、北緯３４度１５分３０秒、東経１３３度１２分０５秒

の地点

６０点は、基点から真北１８２度１０分２２秒５４４．６３メートルの地点

６１点は、６０点から真北３０３度０６分４０秒１．７４メートルの地点

６２点は、６１点から真北３２度４１分０８秒３．２３メートルの地点

６３点は、６２点から真北３９度５８分５３秒２．３２メートルの地点

６４点は、６３点から真北３０度２３分２６秒４．８０メートルの地点

６５点は、６４点から真北３２度５０分１８秒５．９５メートルの地点

６６点は、６５点から真北３５度３０分０１秒５．７０メートルの地点

６７点は、６６点から真北３８度００分０１秒２．９３メートルの地点

６８点は、基点から真北１８０度０７分４４秒５１４．３７メートルの地点

６９点は、６８点から真北４０度５２分５８秒０．３６メートルの地点

７０点は、６９点から真北４２度２１分０３秒４．９５メートルの地点

７１点は、７０点から真北４３度５２分１０秒５．２２メートルの地点

７２点は、７１点から真北４５度２８分５９秒５．４１メートルの地点

７３点は、７２点から真北４７度１１分１１秒５．０８メートルの地点

７４点は、７３点から真北４７度２３分１２秒０．８１メートルの地点

７５点は、７４点から真北４８度５９分２９秒６．１８メートルの地点

７６点は、７５点から真北４６度３７分２９秒８．０２メートルの地点

７７点は、７６点から真北４６度３４分０４秒０．２１メートルの地点

７８点は、７７点から真北４６度３９分４９秒０．８２メートルの地点

７９点は、７８点から真北４６度３６分３２秒１８．９７メートルの地点

８０点は、７９点から真北４６度３７分０６秒７．２６メートルの地点

８１点は、８０点から真北３１５度４７分１１秒１．５７メートルの地点

８２点は、８１点から真北４６度４３分４４秒 ３．９１メートルの地点

８３－１点は、８２点から真北１３６度０１分２８秒１．５６メートルの地

点

８３－２点は、８３－１点から真北４６度３６分５５秒８．８４メートルの

地点

８４－１点は、８３－２点から真北４６度３６分４７秒２０．００メートル

の地点

８４－２点は、８４－１点から真北４６度０１分４２秒２．００メートルの

地点

８４－３点は、８４－２点から真北１３６度３７分２６秒７．３７メートル

の地点

� 面積

２－１工区 １，３７３．８０平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１７年２月２８日 愛媛県指令１６港第７２７号

４ しゅん功認可年月日

平成２４年３月１３日

�������
�愛媛県告示第３１２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（精密地形調査）

２ 作業期間 平成２４年３月１４日から

平成２５年３月３１日まで

３ 作業地域 松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、

大洲市、伊予市、西予市、上島町、松前町、伊方

町

�������
�愛媛県告示第３１３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局松山河川国

愛 媛 県 報平成２４年３月１３日 第２３５０号

１９１



道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（１／２，５００地形図作成）

２ 作業期間 平成２３年９月２６日から

平成２４年２月２９日まで

３ 作業地域 松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町

�������
�愛媛県告示第３１４号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定により、

次のとおり建築士事務所の監督処分を行った。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 監督処分をした年月日

平成２４年３月２日

２ 監督処分を受けた建築士事務所

� 名称及び所在地

一級建築士事務所塩田構造・積算設計

西条市円海寺７番地５

� 開設者の氏名

塩田 隆彦

� 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所

の別

一級建築士事務所

� 登録番号

愛媛県知事登録第１９１１号

３ 監督処分の内容

平成２４年４月１日から４月間の建築士事務所の閉鎖

４ 監督処分の原因となった事実

建築士事務所を管理する建築士が建築士法第１０条第１項の規定

による処分を受けたこと。

��������������
�愛媛県告示第３１５号

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３１６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２１）第２３４６号 平成２２年
２月２８日 河窪建設（株） 河窪 秀明 松山市北吉田町１０３８ 平成２４年

２月９日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－２１）第１１８８０号 平成２１年
６月２２日 （株）イーピー 東 晴彦 松山市南高井町１６８３－５ 平成２４年

２月１５日
建築工事業
内装仕上工事業 建設業の廃止

（般－１９）第９６１４号 平成１９年
９月２４日 宮榮建設 宮榮 英志 松山市和気町２－８６２－

５５
平成２４年
２月２７日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１５８２１号 平成２２年
１０月５日 （有）聖組 中岡 誠司 伊予市上三谷甲１８６３ 平成２４年

２月２８日

建築工事業
石工事業
管工事業
鋼構造物工事業
しゆんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
東温市河之内字猪ノ谷乙１５３５番４から

同市河之内字金屋敷乙１５５９番２まで
平成２４年３月１３日

��������������
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�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２３年１２月５日から平成２４年２月１９日までの間に実施した技能検定の合格者は、

次のとおりである。

平成２４年３月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

公 告

機械加工

特級

受 検 番 号

Ａ甲 １

機械検査（機械検査作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ｂ １

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８

Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４

Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０

Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３２ Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３８ Ａ甲 ３９

Ａ甲 ４１ Ａ甲 ４３ Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ４

Ｂ ５

機械保全（機械系保全作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５

Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３２ Ａ甲 ３３

Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３５ Ａ甲 ３７ Ａ甲 ３８ Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４０

Ａ甲 ４４ Ａ甲 ４５ Ａ甲 ４６ Ａ甲 ４７ Ａ甲 ４８ Ａ甲 ５１

Ａ甲 ５２ Ａ甲 ５４ Ａ甲 ５７ Ｂ ２ Ｂ ５ Ｂ ６

Ｂ ７ Ｂ １０ Ｂ １２ Ｂ １４ Ｂ １８ Ｃ １

Ｃ ２ Ｃ ４ Ｃ ７ Ｃ ８ Ｃ １０ Ｃ １１

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９

Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７
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Ａ甲 １９ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７

Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３５ Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３７

Ａ甲 ３８ Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４０ Ａ甲 ４１ Ａ甲 ４２ Ａ甲 ４３

Ａ甲 ４４ Ａ甲 ４６ Ａ甲 ４７ Ａ甲 ４８ Ａ甲 ４９ Ａ甲 ５０

Ａ甲 ５１ Ａ甲 ５２ Ａ甲 ５５ Ａ甲 ５７ Ａ甲 ５８ Ａ甲 ６０

Ａ甲 ６１ Ａ甲 ６２ Ａ甲 ６３ Ａ甲 ６４ Ａ甲 ６５ Ａ甲 ６８

Ａ甲 ６９ Ａ甲 ７２ Ａ甲 ７４ Ａ甲 ７７ Ａ甲 ７８ Ａ甲 ７９

Ａ甲 ８０ Ａ甲 ８１ Ａ甲 ８２ Ａ甲 ８３ Ａ甲 ８５ Ａ甲 ８６

Ａ甲 ８７ Ａ甲 ８９ Ａ甲 ９２ Ａ甲 ９３ Ａ甲 ９６ Ａ甲 ９７

Ａ甲 ９８ Ａ甲 １００ Ａ甲 １０２ Ａ甲 １０３ Ａ甲 １０４ Ａ甲 １０６

Ａ甲 １０７ Ａ甲 １０８ Ａ甲 １０９ Ａ甲 １２３ Ａ甲 １２４ Ａ甲 １２５

Ａ甲 １２６ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ５ Ｂ ７ Ｂ ９

Ｂ １０ Ｂ １３ Ｂ １５ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

Ｃ ８ Ｃ １０ Ｃ １２ Ｃ １３ Ｃ １６ Ｃ １７

機械保全（電気系保全作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ｂ ２ Ｃ ４ Ｄ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ｃ １

Ｃ ３

機械保全（設備診断作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ｃ ４ Ｃ ９

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ｂ １ Ｃ ２ Ｃ ５

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号
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Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８

Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４

Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ｂ １

Ｂ ２

半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ７ Ａ甲 １０ Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ２

自動販売機調整（自動販売機調整作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｃ １

空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４

油圧装置調整（油圧装置調整作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ ２

農業機械整備（農業機械整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ｂ ３ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号
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Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ｂ ２

Ｂ ３ Ｂ ４ Ｃ １

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｂ １ Ｂ ３ Ｃ ３

Ｃ ４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ８

Ｂ １ Ｂ ２

強化プラスチック成形（エポキシ樹脂積層防食作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

強化プラスチック成形（ビニルエステル樹脂積層防食作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ｂ １

石材施工（石材加工作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

パン製造（パン製造作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｃ １

Ｃ ２

菓子製造（洋菓子製造作業）

１級
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受 検 番 号

Ｃ １

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

菓子製造（和菓子製造作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ｂ １ Ｃ １

建築大工（大工工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ ６ Ｃ ８ Ｃ ９ Ｃ １０

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６

かわらぶき（かわらぶき作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ５ Ｃ ３ Ｃ ５

配管（建築配管作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０

Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３
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２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ｃ １

Ｃ ２

配管（プラント配管作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４

型枠施工（型枠工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ｂ １ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４

鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ６

Ｃ ７ Ｃ ９ Ｃ １０ Ｃ １２ Ｃ １３ Ｃ １６

鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６

Ａ甲 １７ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ５ Ｃ ６

Ｃ ７

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １
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コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ５

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４

防水施工（合成ゴム系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５

Ｃ ６

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

ガラス施工（ガラス工事作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｃ １

機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号
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Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 １３ Ａ甲 １７ Ｃ ３ Ｃ ５

Ｃ ８ Ｃ １０ Ｃ １３

３級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

金属材料試験（組織試験作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

塗装（鋼橋塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ７

Ｃ １１ Ｄ １ Ｄ ２ Ｄ ３ Ｄ ４ Ｄ ５

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｂ １ Ｃ １

樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）

単一等級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２４年３月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第１１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２４年３月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�正 誤

平成２４年２月１４日付け第２３４２号愛媛県告示第１８９号（道路の供用

開始（県道長浜中村線））中

選挙管理委員会告示

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

愛媛県歯科衛生士連盟 太 田 一 恵 梶 田 加 代 松山市桑原四丁目１６－１ 平成２４年２月３日

中村敬治後援会 小 西 勝 茂 大 塚 征 喜 西予市宇和町山田１８５６ 平成２４年２月１０日

三瀬武男後援会 柴 田 喜 彰 井 上 登 西予市野村町釜川３－１３８ 平成２４年２月１３日

西予維新の会 元 親 孝 志 明 智 祥 勝 西予市宇和町卯之町一丁目１７０－１２ 平成２４年２月１５日

兼頭一司後援会 兼 頭 一 司 兼 頭 一 司 越智郡上島町弓削久司浦７２０ 平成２４年２月２０日

きくち純一後援会 二 宮 宣 雄 井 上 藤一郎 西予市宇和町岩木３４９－１ 平成２４年２月２２日

自由民主党久万高原支部 玉 井 春 鬼 宇都宮 春 生 上浮穴郡久万高原町日野浦１３９７ 平成２４年２月２９日 政党の支部

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

明日の宇和島を考える会 会 計 責 任 者 仲 田 皆 子 末 光 博 子 平成２４年２月１日

みつびき重郎後援会 代 表 者 三 曳 重 郎 河 野 一 俊 平成２４年２月１５日

八束正後援会 代 表 者 伊 藤 芳 幸 河 野 孝 平成２４年２月１５日
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平成２４年３月１３日 発行
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